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「第３次城陽市総合計画

 　　後期基本計画の策定にあたって」

　城陽市では、平成１９年に「緑と太陽、やすらぎのまち・城陽」～活力ある２１世

紀のまちづくり～を将来像とする「第３次城陽市総合計画」の基本構想を定め、将来

像の実現のために、必要な施策の方針を示した「前期基本計画」を併せて策定いたし

ました。

　しかしこの間、国では地方分権改革の推進が進み、地方には自らの権限と財源によ

る責任ある市政運営が求められています。また、少子高齢化の進行、住民意識の多様

化・高度化などから、城陽市を取り巻く状況には依然として多くの課題があります。

　このような中、平成１９年に策定した「前期基本計画」の成果と課題を踏まえ、こ

のたび、平成２４年度から平成２８年度までの５年間を計画期間とする「後期基本計

画」を、平成２４年３月に策定いたしました。

　なお、策定以降今日までの間、新名神高速道路「大津～城陽」間の着工決定及びＪ

Ｒ奈良線「京都～城陽」間の全線複線化の決定や、ＪＲ長池駅自由通路・橋上駅舎の

完成など、大きな進展もありますが、後期基本計画においては、前期基本計画の８つ

の施策目標ごとに取り組むべき施策の展開を整理するという体系を踏襲しつつも、市

の課題や今後の重点施策などをできるだけ取り入れた計画となっています。

　厳しい財政状況が続いておりますが、限られた財源の有効活用により、将来を見据

えた、活き生きとした住みよいまちづくりを進めるため、第３次総合計画後期基本計

画の推進を図り、「緑と太陽、やすらぎのまち・城陽」～活力ある２１世紀のまちづ

くり～の実現に努めてまいりたいと思いますので、今後ともご理解とご協力を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

　　平成２４年（２０１２年）９月

城陽市長　橋　本　昭　男　



城陽市民憲章

昭和 57 年（1982 年）11 月 7 日制定
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　わたくしたち城陽市民は

　　　　　　１、自然を生かし　美しい緑を育てましょう

　　　　　　１、教養を深め　豊かな文化をつくりましょう

　　　　　　１、心身を鍛
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え　働く喜びを大切にしましょう

　　　　　　１、隣人を愛し　ふれあいの輪を広げましょう

　　　　　　１、秩序を守り　やすらぎのまちを築きましょう
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昭和 47 年（1972 年）
10 月 24 日制定

昭和 57 年（1982 年）
11 月 7 日制定

平成 19 年（2007 年）
11 月 7 日制定
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